
広報
令和元（2019）年　6月5日 第 1230 号　（2）

【元号の表記について】本年4月1日から翌年3月31日までの年度は「令和元年度」と表記します。ただし、「平成31年度」と表記されているものについても有効とな
ります。納付書等に「平成31年度」と記載されているものは、「令和元年度」と読み替えてお使いください。

子
育
て
・
教
育

赤
ち
ゃ
ん
の
ス
キ
ン
ケ
ア
講

座
▽
日
時　

７
月
30
日
㈫

　

午
後
２
時
～
４
時

▽
対
象　

平
成
30
年
12
月
１
日
～
令
和

元
年
５
月
31
日
生
ま
れ
の
子
供
の
保

護
者

▽
定
員　

30
人
（
先
着
順
）

※
託
児
あ
り
（
右
記
対
象
の
子
供
の
み

　

・
20
人
・
先
着
順
）

▽
講
師　

福
家
辰
樹
氏
（
国
立
成
育
医

療
研
究
セ
ン
タ
ー
ア
レ
ル
ギ
ー
セ
ン

タ
ー
総
合
ア
レ
ル
ギ
ー
科
）

▽
申
込
開
始
日
時　

６
月
25
日
㈫

　

午
前
９
時

▽
場
所
・
申
込
み
・
問
合
せ　

浅
草
保

健
相
談
セ
ン
タ
ー

　

☎
（
３
８
４
４
）
８
１
７
１

児
童
手
当
・
児
童
育
成
手
当

の
現
況
届
を
お
忘
れ
な
く

　

現
況
届
は
、
受
給
資
格
を
確
認
す
る

大
切
な
届
で
す
。
手
当
を
受
給
中
の
方

に
は
届
出
用
紙
を
送
付
し
ま
し
た
の
で
、

必
要
事
項
を
記
入
し
、
６
月
28
日
㈮

（
必
着
）
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

下
記
問
合
せ
先
で
も
受
付
け
て
い
ま
す
。

平
成
31
年
度
の
住
民
税
（
特

別
区
民
税
・
都
民
税
）
納
税

通
知
書
を
６
月
７
日
㈮
に
郵

送
し
ま
す

　

次
の
方
は
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

①
住
民
税
の
全
額
が
給
与
か
ら
引
き
落

と
さ
れ
る
方
（
特
別
徴
収
）

② 

前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
125
万
円

以
下
の
障
害
者
・
未
成
年
者
・
寡
婦
・

寡
夫

③
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
次
の
金
額

以
下
の
方

・
扶
養
親
族
の
い
な
い
方　

35
万
円　

・
扶
養
親
族
の
い
る
方　

35
万
円
×
人

　

数
（
配
偶
者
＋
扶
養
親
族
＋
１
）
＋

21
万
円

▽
納
期
限　

第
１
期
は
７
月
１
日
㈪
、

第
２
期
は
９
月
２
日
㈪
、
第
３
期
は

10
月
31
日
㈭
、
第
4
期
は
令
和
２
年

１
月
31
日
㈮

▽
納
付
場
所　

金
融
機
関
、
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
（
納
付
書
に
バ
ー
コ

ー
ド
が
つ
い
て
い
る
場
合
）、
区
役

所
、
区
民
事
務
所
・
同
分
室

▽
納
税
相
談　

特
別
な
事
情
で
納
期
限

ま
で
に
納
め
ら
れ
な
い
と
き
は
、
お

早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

提
出
が
な
い
場
合
、
手
当
の
支
給
が
停

止
と
な
り
ま
す
。

▽
問
合
せ　

子
育
て
・
若
者
支
援
課
給

付
担
当
（
区
役
所
６
階
⑦
番
）

　

☎
（
５
２
４
６
）
１
２
３
２

大
規
模
改
修
工
事
に
伴
う
坂

本
保
育
園
の
仮
移
転
に
つ
い

て
　

大
規
模
改
修
工
事
に
伴
い
、
坂
本
保

育
園
が
仮
移
転
し
ま
す
。

▽
仮
移
転
期
間
（
予
定
）　

７
月
１
日

㈪
～
令
和
２
年
３
月

▽
仮
移
転
先　

台
東
区
竜
泉
２

−

10

−

６
（
旧
竜
泉
中
学
校
２
階
お
よ
び
１

階
の
一
部
）

▽
問
合
せ　

児
童
保
育
課

　

☎
（
５
２
４
６
）
１
２
３
３

お
知
ら
せ

特
別
整
理
の
た
め
図
書
館
が

休
館
し
ま
す

▽
場
所
・
期
間
・
問
合
せ

・
中
央
図
書
館
浅
草
橋
分
室

　

６
月
10
日
㈪
～
６
月
12
日
㈬

※
６
月
９
日
㈰
は
休
館
日

　

☎
（
３
８
６
３
）
０
０
８
２　

・
中
央
図
書
館
（
池
波
正
太
郎
記
念
文

庫
を
含
む
） 

６
月
17
日
㈪
～
20
日
㈭

　

☎
（
５
２
４
６
）
５
９
１
１

・
中
央
図
書
館
谷
中
分
室

　

６
月
24
日
㈪
～
26
日
㈬

　

☎
（
３
８
２
４
）
４
０
４
１

・
根
岸
図
書
館 

　

７
月
８
日
㈪
～
11
日
㈭

　

☎
（
３
８
７
６
）
２
１
０
１

ス
ト
ッ
プ
！

ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ

　

特
定
の
民
族
や
国
籍
の
人
々
を
排
斥

す
る
不
当
な
差
別
的
言
動
は
許
さ
れ
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

区
で
は
、
区
有
施
設
の
利
用
者
に
対

す
る
啓
発
を
行
っ
て
い
ま
す
。
利
用
者

の
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

6月23～29日は男女共同参画週間です 問合せ 男女平等推進プラザ（生涯学習センター4階）☎（5246）5816

●はばたき21相談室
相談の
種類

こころと生きかたなんでも相談
（要予約）

女性弁護士による法律相談
（要予約）

内容
女性カウンセラーによる、自分の生き方や身
近な人間関係・パートナーからの暴力・性的
指向および性自認などに関する相談

女性弁護士による、離婚や親
権・相続などに関する法律相談

相談日時
（1回50分
以内）

火・土曜日午前10時～午後4時
水・木曜日午後5時～9時
※火・土曜日は託児（1歳以上の未就学児）

あり

第2水曜日午後1時～4時
第3木曜日午前10時～午後1時
第4火曜日午後4時～7時

相談方法  面接（女性のみ）、電話（どなたでも）  面接（女性のみ）

申込み
問合せ

男女平等推進プラザ☎（5246）5819
※日曜日、第1・3・5月曜日（祝日の場合は翌日）を除く午前9時～午後5時
※法律相談の予約は、相談日の属する月の1日から受付

生涯学習センターの4階にある男女平等を推進するための区の拠点施設です。区
民の学習・研修の場として、講座の実施や男女平等に関する図書の提供、相談事
業の実施のほか、男女平等を進める活動をしている個人や団体の活動・交流支援
などを行っています。

男女平等推進プラザ「はばたき21」

男女共同参画社会とは、家庭・地域・
職場・学校などで、男女が互いにその
人権を尊重しつつ喜びも責任も分かち
合い、性別にかかわりなく、その個性
と能力を十分に発揮できる社会です。
そこで「男女共同参画社会基本法」の
公布・施行日の6月23日からの1週間を

「男女共同参画週間」とし、男女共同参
画社会基本法の目的や基本理念につい
て、理解を深めることを目指しています。

あなたは個性と能力を
十分に発揮できていますか

区では、誰もが自分らしく生きる男女平
等社会の実現を目指して、平成27年1月
に「台東区男女平等推進基本条例」を施
行しました。この条例は、区民・事業者
の皆さんとともに、より暮らしやすく、
働きやすい台東区の実現に向けた基本的
な事項を定めています。※詳しくは、区
ホームページをご覧ください。

男女平等社会の実現を目指し活動する団
体への支援を目的に、男女平等推進団体
の登録制度があります。登録すると、企
画室の優先予約や使用料減額、団体ロッ
カーの使用など特典を受けられます。

台東区男女平等推進基本条例

男女平等推進団体登録制度

▽
対
象　

児
童
と
保
護
者
が
同
一
世
帯

で
区
内
に
在
住
し
、
認
証
保
育
所
と

月
極
入
所
契
約
を
し
て
い
る
保
護
者

▽
助
成
対
象
月
・
申
込
期
間
・
交
付
時

期　

左
表
１
の
と
お
り

表1
助成

対象月
申込期間
  （必着）

交付
時期

4～6月分 7月2日～
22日 （必着）

9月
上旬

7～9月分 10月2日～
21日 （必着）

12月
上旬

※10月以降については、別途お
知らせします。

※申込み期間を過ぎての申込み
は受付できません。

▽
助
成
額　

下
表
２
の
と
お
り
（
認
証

保
育
所
の
保
育
料
と
、
認
可
保
育
園

の
保
育
料
差
額
で
計
算
）

表2

　保育料差額（月額） 助成金額
 （月額）

5,000円未満 助成なし
5,000円以上10,000円未満 5,000円
10,000円以上15,000円未満 10,000円
15,000円以上20,000円未満 15,000円
20,000円以上25,000円未満 20,000円
25,000円以上30,000円未満 25,000円
30,000円以上35,000円未満 30,000円
35,000円以上40,000円未満 35,000円

40,000円以上 40,000円

▽
申
込
方
法　

申
請
書
・
請
求
書
（
区

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

可
）
に
、
必
要
な
税
資
料
を
添
え
て

左
記
問
合
せ
先
へ
郵
送
か
持
参

※
詳
し
く
は
、
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
に
な
る
か
左
記
へ

▽
問
合
せ　

児
童
保
育
課
保
育
相
談
係

（
区
役
所
６
階
⑧
番
）

　

☎
（
５
２
４
６
）
１
２
３
４

認
証
保
育
所
の
保
育
料
を
助
成

し
て
い
ま
す

区
議
会
　
正
・
副
議
長
、
監
査
委
員

が
決
ま
り
ま
し
た

副
区
長
が
再
任
さ
れ
ま
し
た

　

５
月
16
日
に
開
か
れ
た
区
議
会
臨

時
会
で
、
議
長
・
副
議
長
の
選
出
と

議
会
選
出
の
監
査
委
員
の
選
任
同
意

が
行
わ
れ
、
次
の
と
お
り
決
ま
り
ま

し
た
（
敬
称
略
）
。

▽
議
長　

石
塚
猛　

72
歳

　
（
台
東
区
議
会
自
由
民
主
党
）

　

日
本
堤
２

−

18

−

２

−

６０1

▽
副
議
長　

鈴
木
純　

36
歳

　
（
台
東
区
議
会
自
由
民
主
党
）

　

浅
草
３

−

22

−
11

−
2０1

▽
監
査
委
員　

中
澤
史
夫　

52
歳

　
（
台
東
区
議
会
公
明
党
）

　

千
束
１

−
16

−

13

−

5０1

　

５
月
16
日
に
開
か
れ
た
同
臨
時
会

で
、
副
区
長
の
選
任
同
意
が
行
わ
れ
、

５
月
19
日
付
で
再
任
し
ま
し
た
。

▽
副
区
長　

荒
川
聡
一
郎　

62
歳

　

昭
和
55
年
台
東
区
採
用
、
学
務
課

長
、
経
営
支
援
課
長
、
財
政
課
長
、
企

画
課
長
、
健
康
部
長
、
企
画
財
政
部
長

な
ど
を
歴
任
し
、
平
成
27
年
５
月
副
区

長
に
就
任
、
令
和
元
年
５
月
再
任
。

中澤史夫 監査委員 鈴木純 副議長 石塚猛 議長荒川聡一郎 副区長

　

私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
不
当
な
差
別

的
言
動
の
解
消
の
必
要
性
に
対
す
る
理

解
を
深
め
、
差
別
の
な
い
社
会
を
築
い

て
い
き
ま
し
ょ
う
。

▽
問
合
せ　

人
権
・
男
女
共
同
参
画
課

☎
（
５
２
４
６
）
１
１
１
６

外
国
人
観
光
客
の
受
け
入
れ

に
便
利
な
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

　

区
内
事
業
者
向
け
に
、
外
国
人
観
光

客
向
け
マ
ナ
ー
啓
発
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
、

外
国
人
観
光
客
向
け
お
も
て
な
し
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
マ
ッ
プ
等
を
配
布
し

て
い
ま
す
。

▽
申
込
方
法　

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
名
・
必

要
部
数
・
送
付
先
・
氏
名
・
電
話
番

号
を
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
左
記
問
合
せ
先

へ
※
詳
し
く
は
、
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
に
な
る
か
左
記
へ

▽
問
合
せ　

観
光
課

　

☎
（
５
２
４
６
）
１
４
４
７

　

FAX 

（
５
２
４
６)

１
５
１
５

指
定
保
養
施
設
「
か
ん
ぽ
の

宿 

伊
豆
高
原
」
の
利
用
料

金
を
値
下
げ
し
ま
す

　

区
で
指
定
保
養
施
設
と
し
て
指
定
し

て
い
る
「
か
ん
ぽ
の
宿 

伊
豆
高
原
」

の
利
用
料
金
を
、
左
記
の
期
間
で
値
下

げ
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

▽
期
間　

７
月
13
日
㈯
～
26
日
㈮

▽
問
合
せ

・
予
約
に
つ
い
て
は
か
ん
ぽ
の
宿　

伊

豆
高
原

　

☎
０
５
５
７
（
５
１
）
４
４
０
０　

・
利
用
方
法
に
つ
い
て
は
区
民
課
区
民

施
設
係

　

☎
（
５
２
４
６
）
１
１
２
３

住
民
税
（
普
通
徴
収
分
）
の

納
付
は
便
利
な
口
座
振
替
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

　

７
月
10
日
㈬
ま
で
に
申
込
む
と
、
第

２
期
分
か
ら
口
座
振
替
（
自
動
払
込
）

が
で
き
ま
す
。

　

通
帳
・
届
出
印
・
預
金
口
座
振
替

（
自
動
払
込
）
依
頼
書
を
お
持
ち
の
う

え
、
口
座
の
あ
る
金
融
機
関
・
ま
た
は

区
役
所
３
階
⑩
番
税
務
課
・
区
民
事
務

所
・
同
分
室
へ
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

　

納
期
眼
（
９
月
２
日
㈪
）
に
指
定
の

口
座
か
ら
振
替
を
し
ま
す
。

▽
問
合
せ　

税
務
課
税
務
係

　

☎
（
５
２
４
６
）
１
１
１
４


